
 

 

一

 
 

 

有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
八
条 

県
計
画
に
基
づ
い
て
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
（
港
湾
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
港
務
局
を
含
む
。
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
行
う
港
湾
・
漁
港
特
定
事
業
（
指
定
地
域
内
の
港
湾
又
は
漁
港
に
お
け
る
汚
泥
そ
の
他
公
害
の
原
因
と
な
る
物
質
の
堆
積

を
排
除
す
る
た
め
に
行
う
事
業
を
い
う
。
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
国
は
、
そ
の
二
分
の
一
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
九
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
特
定
事
業
に
係
る
経
費
に
対
す
る
国
」
を
「
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
漁
場

特
定
事
業
に
係
る
経
費
に
対
す
る
国
」
に
、
「
当
該
特
定
事
業
に
係
る
経
費
に
対
す
る
通
常
の
国
の
補
助
の
割
合
」
を
「
二
分

の
一
」
に
、
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

す
べ
て

全
て



  

二

 
 

県
計
画
に
基
づ
い
て
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
が
行
う
漁
場
特
定
事
業

（
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
港
漁
場
整
備
事
業
（
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
有
明
海
及
び
八
代
海
等
の
海
域
の
環
境
の
保
全
及
び
改
善
を
図
る
た
め
に
行
う

事
業
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
漁
場
特
定
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
割

合
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

関
係
県
が
行
う
漁
場
特
定
事
業
の
う
ち
、
そ
の
事
業
に
係
る
経
費
の
総
額
が
政
令
で
定
め
る
額
以
上
の
も
の 

次
項
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
割
合 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
漁
場
特
定
事
業
以
外
の
漁
場
特
定
事
業 

二
分
の
一 

 

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
漁
場
特
定
事
業
に
係
る
経
費
に
対
し
て
国
が
二
分
の
一
を
超
え
て
補
助
す

る
こ
と
と
な
る
額
の
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 

三

第
十
条 

港
湾
・
漁
港
特
定
事
業
又
は
漁
場
特
定
事
業
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
特
定
事
業
」
と
い
う
。
）

に
係
る
経
費
に
対
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
の
割
合
が
、
第
八
条
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
補

助
の
割
合
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
特
定
事
業
に
係
る
経
費
に
対
す
る
国
の
補
助
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
他
の
法
令
の
定
め
る
割
合
に
よ
る
。 

 

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
地
方
債
の
特
例
等
）
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。 

 
 

県
計
画
に
基
づ
い
て
地
方
公
共
団
体
が
行
う
特
定
事
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
き
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
十
三

年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
当
該
地
方
公
共
団
体
が
必
要
と
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
九
号
）
第
五
条
各
号
に
規
定
す
る
経
費
に
該
当
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
地
方
債
を
も
っ
て
そ
の
財
源
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

第
十
四
条
中
「
除
去
」
の
下
に
「
、
海
岸
漂
着
物
の
処
理
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

委
員
会
は
、
毎
年
、
そ
の
所
掌
事
務
の
遂
行
の
状
況
を
分
か
り
や
す
い
形
で
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 



  

四

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
八
条
か
ら
第
十
条

ま
で
の
規
定
は
、
令
和
三
年
度
以
降
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
補
助
（
令
和
二
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為

に
基
づ
き
令
和
三
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
二
年
度
以

前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
令
和
三
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
補
助
及
び
令
和

二
年
度
以
前
の
年
度
の
歳
出
予
算
に
係
る
国
の
補
助
で
令
和
三
年
度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 



 

 

五

 
 

 
 
 

理 

由 

 

有
明
海
及
び
八
代
海
等
の
海
域
に
お
い
て
赤
潮
や
貧
酸
素
水
塊
の
発
生
が
続
い
て
お
り
、
水
産
資
源
が
回
復
す
る
に
至
っ
て

い
な
い
こ
と
、
近
年
頻
発
す
る
豪
雨
等
に
伴
い
発
生
す
る
海
岸
漂
着
物
が
こ
れ
ら
の
海
域
の
環
境
の
悪
化
の
原
因
と
な
り
得
る

こ
と
等
に
鑑
み
、
港
湾
又
は
漁
港
に
お
け
る
汚
泥
等
の
堆
積
を
排
除
す
る
た
め
に
行
う
事
業
及
び
漁
場
に
お
け
る
特
定
の
漁
港

漁
場
整
備
事
業
に
係
る
経
費
に
対
す
る
国
の
補
助
の
割
合
の
特
例
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る
経
費
に
関
す
る
地
方
債
の
特

例
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
海
岸
漂
着
物
の
処
理
並
び
に
有
明
海
・
八
代
海
等
総
合
調
査

評
価
委
員
会
に
よ
る
所
掌
事
務
の
遂
行
の
状
況
の
公
表
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る

理
由
で
あ
る
。 

 





 

 

七

 
 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
平
年
度
約
二
十
四
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


